
 

別紙 13－４ 

新旧対照表 

【輸出入・港湾関連情報処理システムを利用して行う税関関連業務の取扱いについて（平成 22年２月 12日財関第 142号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1  

改正後 改正前 

（別表） 

汎用申請一覧 

 

【保税関係】 

手続名称 根拠法令等 

（省略） （省略） 

外国貨物廃棄届出  

関法第 33 条、第 67 条の５（関法第
33 条を準用） 

関令第 29条、第 59条の 11（関令第
29 条を準用） 

関基 33－１、67 の５－１（関基 33
－１を準用） 

内部監査結果提出 

関基 41 の２－１（関基 43－２を準
用）、43－２、61 の４－９（関基
43－２を準用）、62 の７－３（関
基 43－２を準用）、62 の 15－２
（関基 43－２を準用） 

定率基 13－５ 
暫定基９の２－５ 

貨物の異常等に係る連絡 
関基 34－１、34 の２－１、40－
３、49－１ 

（省略） （省略） 

他所蔵置許可済外国貨物廃棄届
出 

関法第 36 条（関法第 33 条を準用） 
関令第 30 条（関令第 29 条を準用） 
関基 36－１（関基 33－１を準用） 

指定保税地域の規則の届出 関法第 41 条の２ 

保税蔵置場許可申請 
関法第 42 条第１項 
関令第 35 条第１項、第２項 
関基 42－７、42－８ 

 

（別表） 

汎用申請一覧 

 

【保税関係】 

手続名称 根拠法令等 

（同左） （同左） 

外国貨物廃棄届出  

関法第 34 条、関法第 67 条の５（関
法第 34 条を準用） 

関令第 29条、関令第 59条の 11（関
令第 29 条を準用） 

関基 34－１、関基 67 の５－１（関
基 34－１を準用） 

内部監査結果提出  

関基 34 の２－９ 
 
 
 
 
定率基 13－５ 
暫定基９の２－５ 

貨物の異常等に係る連絡   
関基 34 の２－１、40－３、49－１ 
 

（同左） （同左） 

他所蔵置許可済外国貨物廃棄届
出 

関法第 36 条（関法第 34 条を準用） 
関令第 30 条（関令第 29 条を準用） 
関基 36－１（関基 34－１を準用） 

 
（新設） 

 
（新設） 

保税蔵置場許可申請 
関法第 42 条第１項 
関令第 35 条第１項 
関基 42－７ 
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改正後 改正前 

保税工場許可申請 
関法第 56 条第１項 
関令第 50 条の２（関令第 35 条第１
項、第２項を準用） 

関基 56－８、56－９ 

保税展示場許可申請 
関法第 62 条の２ 
関令第 51 条の８（関令第 35 条第１
項、第２項を準用） 

関基 62 の２－６ 

（省略） （省略） 

総合保税地域許可申請 
関法第 62 条の８ 
関令第 51 条の９第１項、第２項 
関基 62 の８－５、62 の８－６ 

（省略） （省略） 

保税地域許可内容・規則の変更
届出 

関令第 35 条第３項、第 50 条の２
（関令第 35 条第３項を準用）、第
51 条の 15（関令第 35 条第３項を
準用） 

関基 42－11、56－14、62 の８－７ 

（省略） （省略） 

長期蔵置貨物報告 関基 34－１⑶ 

（省略） （省略） 

滅却(廃棄)承認申請（指定保税
地域にある貨物） 

関法第 41 条の５（関法第 45 条第１
項を準用） 

関令第 34 条の２（関令第 38 条を準
用） 

関基 41 の５－１（関基 45－２を準
用） 

（省略） （省略） 

外国貨物亡失届出（指定保税地
域） 

関法第 41 条の５（関法第 45 条第３
項を準用） 

関令第 34 条の２（関令第 38 条の２
を準用） 

関基 41 の５－１（関基 45－３を準
用） 

（省略） （省略） 
 

保税工場許可申請 
関法第 56 条第１項 
関令第 50 条の２（関令第 35 条第１
項を準用） 

関基 56－８ 

保税展示場許可申請 
関法第 62 条の２ 
関令第 51 条の８（関令第 35 条第１
項を準用） 

関基 62 の２－６ 

（同左） （同左） 

総合保税地域許可申請 
関法第 62 条の８ 
関令第 51 条の９ 
関基 62 の８－５ 

（同左） （同左） 

保税地域許可内容変更届出 

関令第 35 条第３項、関令第 50 条の
２（関令第 35 条第３項を準用）、
関令第 51 条の 15（関令第 35 条
第３項を準用） 

関基 42－11、関基 56－14、関基 62
の８－７ 

（同左） （同左） 

長期蔵置貨物報告 関基 34 の２－１⑶ 

（同左） （同左） 

滅却(廃棄)承認申請（指定保税
地域にある貨物） 

関法第 41 条の３（関法第 45 条第 1 
項を準用） 
関令第 34 条の２（関令第 38 条を準
用） 

関基 41 の３－１（関基 45－２を準
用） 

（同左） （同左） 

外国貨物亡失届出（指定保税地
域） 

関法第 41 条の３（関法第 45 条第３
項を準用） 

関令第 34 条の２（関令第 38 条の２
を準用） 

関基 41 の３－１（関基 45－３を準
用） 

（同左） （同左） 
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 3  

改正後 改正前 

 

【特例輸入者・特定保税承認者・特定保税運送者・特定輸出者・認定製造

者・認定通関業者関係】 

手続名称 根拠法令等 

（省略） （省略） 

特定保税承認者（保税工場）の

承認取りやめ届出 

関法第 62 条（関法第 52 条の２を

準用） 

関令第 51 条（関令第 43 条の２を

準用） 

関基 62－１（関基 52の２－１を準

用） 

（省略） （省略） 

特定保税承認者（保税工場）承

認の承継の承認申請 

関法第 62 条（関法第 48 条の２第

２項、第４項を準用） 

関令第 51 条（関令第 39 条の２第

１項、第２項を準用） 

関基 62－１（関基 55－１を準用） 

（省略） （省略） 
 

 

【特例輸入者・特定保税承認者・特定保税運送者・特定輸出者・認定製造

者・認定通関業者関係】 

手続名称 根拠法令等 

（同左） （同左） 

特定保税承認者（保税工場）の承

認取りやめ届出 

関法第 62 条（関法第 52 条の２を

準用） 

関令第 51 条第２項（関令第 43 条

の２を準用） 

関基 62－１（関基 52の２－１を準

用） 

（同左） （同左） 

特定保税承認者（保税工場）承認

の承継の承認申請 

関法第 62 条（関法第 48 条の２第

２項、第４項を準用） 

関令第 51 条第２項（関令第 39 条

の２第１項、第２項を準用） 

関基 62－１（関基 55－１を準用） 

（同左） （同左） 
 


